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学術講演会運営要項

（趣旨）

第1条 この要項は、 中央大学の学術研究の成果を社会に還元することを目的に開催する公開の講演

会（以下、 学術講演会）の運営にあたり、 必要な事項を定める。

（用語の定義）

第2条 この要項において、 次に掲げる用語は各号の通り定義する。

(1) 団体

複数名で組織され、 学術講演会を運営する機能を有している集団

(2) 運営

申請、 物品準備、 講師や本学との調幣、 広報、 当日対応、 会計、 報告等、 講演会実施に関する諸活

動

(3) 一般市民

居住地に関わらず、 学術講演会を運営する団体に所属していない者

（実施団体・手続き）

第 3 条 学術講演会の開催を希望する団体は、 中央大学の学術研究の成果を活かし、 当該団体の活動

目的を果たすことができる。

2 学術講演会の開催を希望する団体は、 原則として開催の2ヶ月前までに、 本学が定める手続きに

従って申請しなければならない。

3 中央大学は、 実施団体からの申請に基づき、 学術講演会の運営の可否を判断する。

4 申請内容が以下に該当する場合は、 学術講演会の運営を認めない。 また、 申請後に各号に該当し

た場合も同様とする。

(1) 講演会を一般市民に周知しない、 または講演会に一般市民の自由参加を認めない場合

(2)実施計画において、 来場者数の見込みが著しく少ない場合

(3) 専ら政治活動、 宗教活動を目的としている団体の場合

(4) 学術講演会の運営を通じ、 営利活動を行うことを目的としている場合

(5) 暴力団ならびに反社会的行為を行う団体、 またはその所属員が所属する団体の場合

(6) 公序良俗に反する団体の場合

(7) その他、 講演会の運営体制が整っていないと中央大学が判断した場合

5 中央大学は、申請内容等について、必要に応じ追加の資料を求める等の調査を行うことができる。

（学術講演会の運営）

第4条 学術講演会の運営は、 中央大学と、 学術講演会の運営を認められた団体（以下、 運営団体）




